
 

 

 

令和６年５月２２日 

教 育 庁 

 

 

教職員の服務事故について 

 

 

 このことについて、下記のとおり発令（７件）したのでお知らせします。 

 

 

記 

 

Ⅰ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 氏  名  谷垣
たにがき

 泰則
やすのり

 

(2) 学 校 名  東京都立江北高等学校 

(3) 職  名  主幹教諭 

(4) 年  齢  ４５歳 

(5) 性  別  男 

２ 処分の程度 

  懲戒免職 

３ 発令年月日 

令和６年５月２２日 

４ 処分理由 

  令和５年６月１日、駅構内のエスカレーターにおいて、スマートフォンを使用し

て、前方にいた女性のスカート内の下着等を動画撮影するなどした。 

 

  



 

 

 

Ⅱ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  小学校（区部） 

(2) 職  名  副校長 

(3) 年  齢  ４７歳 

(4) 性  別  男 

２ 処分の程度 

  停職３月 

３ 発令年月日 

令和６年５月２２日 

４ 処分理由 

  令和５年１１月１８日、勤務校において、二人きりの状況で、同校女性教諭に対

して、両手を同教諭の背中に回して抱きしめるなどし、同教諭が病気休暇を取得す

る事態を招いた。 

 

 

Ⅲ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  小学校（区部） 

(2) 職  名  教 諭 

(3) 年  齢  ３０歳 

(4) 性  別  男 

２ 処分の程度 

  戒告 

３ 発令年月日 

令和６年５月２２日 

４ 処分理由 

  令和５年１２月１日、勤務校において、同校第５学年男子児童を指導した際、右

手で、同児童の胸倉をつかみ、同胸倉をつかんだまま、右足のふくらはぎで、同児

童の右足を払い、同児童を地面に倒すとともに、体罰について速やかに管理職に報

告すべきところ、これを怠るなどした。 

 

  



 

 

 

 

Ⅳ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  中学校（区部） 

(2) 職  名  教 諭 

(3) 年  齢  ４６歳 

(4) 性  別  女 

２ 処分の程度 

  戒告 

３ 発令年月日 

令和６年５月２２日 

４ 処分理由 

  令和５年９月５日から同月１２日までの間に、１日の私事欠勤５回及び４時間以

上の私事欠勤１回を行った。 

 

 

Ⅴ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  高等学校（区部） 

(2) 職  名  主幹教諭 

(3) 年  齢  ６０歳 

(4) 性  別  男 

２ 処分の程度 

  戒告 

３ 発令年月日 

令和６年５月２２日 

４ 処分理由 

  勤務校部活動の合宿に際し、同校副校長から、貸切バスを利用して同校生徒を引

率する旅行命令を受けたにもかかわらず、令和５年８月４日から同月８日までの間

に、同校から宿泊施設までの区間及び同宿泊施設から同校までの区間において、同

生徒の引率を行わず、自家用自動車による出張を行い、旅費７，４５５円を不正に

受給するなどした。 

 

  



 

 

 

 

Ⅵ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  高等学校（区部） 

(2) 職  名  教 諭 

(3) 年  齢  ２９歳 

(4) 性  別  男 

２ 処分の程度 

  戒告 

３ 発令年月日 

令和６年５月２２日 

４ 処分理由 

  令和５年７月２７日午後２時４０分頃から同日午後３時３０分頃までの間、自宅

勤務の勤務時間中であるにもかかわらず、自宅を離脱した。 

 

 

Ⅶ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  特別支援学校 

(2) 職  名  主任教諭 

(3) 年  齢  ５０歳 

(4) 性  別  女 

２ 処分の程度 

  戒告 

３ 発令年月日 

令和６年５月２２日 

４ 処分理由 

  令和４年１月１１日から同年１０月３１日までの間に、駅から当時勤務校までの

区間において、往路又は復路で計１０２回、同校校長に届け出た通勤届と異なる通

勤経路及び方法である徒歩等による通勤を行い、通勤手当４３，８９０円を不正に

受給した。 

 

 

 

 

 
【問合せ先】 

 東京都教育庁人事部職員課 

 電話 03-5320-6798（直通） 


